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□ウィルコム／イー・モバイル通話定額 定額料無料キャンペーン 提供条件書 

 

「ウィルコム／イー・モバイル通話定額 定額料無料キャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます。）は、ソフトバンク株主さま、ま

たは 10 年以上ソフトバンク携帯電話をご契約いただいているお客さまに、ウィルコム／イー・モバイル通話定額の定額料（200 円（税

抜）／月）を無料とするキャンペーンです。 

 

●本キャンペーンは、共通の適用条件を満たし、1または 2の条件に該当するお客さまを対象とします。 

 

対象 適用条件 

共通 ・本キャンペーン申込時点でソフトバンク携帯電話をご利用していること 

・ウィルコム／イー・モバイル通話定額に受付期間内（2013 年 11 月 28 日～2014 年 2 月 28 日）に

申し込んでいること 

1 ソフトバンク株主さま ・ソフトバンク携帯電話株主優待に申込していること 

・第 24回ソフトバンク携帯電話株主優待の適用条件を満たしていること 

2 長期（10 年以上）ご契

約いただいているお客

様 

・ソフトバンク携帯電話のご契約期間が 10年を満了していること 

※電話番号ポータビリティを使って他社からソフトバンクにのりかえいただいた際、他社での 

利用期間の引き継ぎをされた方は、他社利用期間も含みます。 

 

●本キャンペーン対象者であっても、ウィルコム／イー・モバイル通話定額の受付期間外にオプションに加入することはできません。 

 

●第 23回ソフトバンク（株）株主優待にて、ソフトバンク携帯株主優待をお申込みの上、第 24回ソフトバンク（株）株主優待も継続して

適用される株主さまは、ウィルコム／イー・モバイル通話定額適用開始と同時に本キャンペーンが適用となります。 

●第24回ソフトバンク（株）株主優待にて、ソフトバンク携帯株主優待をお申込みの株主さまは、株主優待へのお申込みの翌請求月

以降に、本キャンペーンが適用されます（初回は2014年2月請求群より本キャンペーン適用）。ウィルコム／イー・モバイル通話定額

にお申込み後、株主優待適用までの間は、ウィルコム／イー・モバイル通話定額の定額料は割引されません。 

 

●ウィルコム／イー・モバイル通話定額加入時点で10年以上ご契約いただいているお客さまは、ウィルコム／イー・モバイル通話定額

の適用開始日を含む請求月から本キャンペーンが適用されます。 

●ウィルコム／イー・モバイル通話定額加入後にご契約期間が10年以上となるお客さまは、10年以上となる日を含む請求月から本キ

ャンペーンが適用されます。 

※お申込み時期・内容によって、適用開始が上記と異なる場合がございます。 

 

●本キャンペーンのご契約期間は請求月単位です。 

 

●下記に該当する場合、本キャンペーンは解除となります。解除の場合、本キャンペーンは解除月まで適用となります。 

対象 解除条件 

共通 ・ウィルコム／イー・モバイル通話定額を解除したとき 

・回線を解約したとき 

1 ソフトバンク株主の方 ・回線を譲渡したとき（家族間譲渡は除く） 

・ソフトバンク株主でなくなったとき 

※本キャンペーンが解除された場合、ウィルコム／イー・モバイル通話定額の定額料は有料となりま

す。 

2 10年以上ご利用の方 - 

 

 

□「ウィルコム／イー・モバイル通話定額 定額料無料キャンペーン」提供条件書記載事項の変更について 

当社ホームページへの掲載、文字メッセージ（契約者回線または当社電気通信設備から送信された数字、記号およびその他文字

等によるメッセージをいいます）の配信または当社が適当と判断する方法にて通知することによって、当社は本提供条件書の記載

内容を変更できるものとさせていただきます。この場合、料金その他の提供内容につきましては、変更後の条件が適用されるものと

します。 

 

最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）にも掲載いたしますので、ご確認ください。なお、提供条件書

記載事項以外の部分については、3Ｇ通信サービス契約約款、4G通信サービス契約約款を適用します。また、詳細につきましては

当社ホームページでも確認できます。 

 


